
平成２１年６月１８日

電気事業法に基づく定期安全管理審査（平成２０年度第４四半期

分）の原子力安全委員会への報告について

電気事業法第１０７条の３第１項の規定に基づき、平成２０年度第４四半期の実用

発電用原子炉に係る定期安全管理審査の実施状況について、本日開催の原子力安全委

員会に別紙のとおり報告しましたので、お知らせします。

※独立行政法人原子力安全基盤機構の定期安全管理審査結果報告書については、下記 URL をご参照下

さい。

http://www.jnes.go.jp/katsudou/topics2008.html

（本発表資料のお問い合わせ先）

原子力安全・保安院原子力発電検査課長 山本

担当者： 田口、小川

電 話：０３－３５０１－１５１１（内線 ４８７１）

０３－３５０１－９５４７（直通）



（別紙）

平成２１年６月１８日

経 済 産 業 省

原子力安全・保安院

電気事業法に基づく定期安全管理審査について（平成２０年度第４四半期分）

電気事業法第１０７条の３第１項の規定に基づき、同法第５５条第４項の規定

による定期安全管理審査の実施状況について、別添のとおり報告します。
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（別添）

実用発電用原子炉施設の定期安全管理審査について

（平成２０年度第４四半期）

１．定期安全管理審査及び評定の結果の概要

（審査対象）

①川内原子力発電所第１号機 第１９回定期検査における定期事業者検査

②美浜発電所第３号機 第２３回定期検査における定期事業者検査

③伊方発電所第３号機 第１１回定期検査における定期事業者検査

④大飯発電所第４号機 第１２回定期検査における定期事業者検査

⑤福島第二原子力発電所第３号機 第１５回定期検査における定期事業者検査

⑥泊発電所１号機 第１５回定期検査における定期事業者検査

⑦高浜発電所第４号機 第１８回定期検査における定期事業者検査

⑧福島第二原子力発電所第２号機 第１８回定期検査における定期事業者検査

（審査結果）

審査を行った結果、川内原子力発電所第１号機、美浜発電所第３号機、伊方発電所第３号機、大飯

発電所第４号機、福島第二原子力発電所第３号機、泊発電所１号機及び高浜発電所第４号機について

は、重大な不適合と判断されるものは認められず、また、改善が必要と判断される事項も確認されな

かった。

また、福島第二原子力発電所第２号機 については、重大な不適合と判断されるものは認めらなか

ったものの、改善が必要と判断される事項は１件確認されたが、本審査期間中に是正処置が適切に実

施されていることを確認した。

（評定結果）

審査結果について機構からの通知及び説明に基づき精査した結果、川内原子力発電所第１号機、美

浜発電所第３号機、伊方発電所第３号機、大飯発電所第４号機、福島第二原子力発電所第３号機、泊

発電所１号機及び高浜発電所第４号機の定期事業者検査の実施体制については、自律的かつ適切に行

い得ると判断し、Ａと評定した。

また、福島第二原子力発電所第２号機の定期事業者検査の実施体制については、一部改善すべき点

が認められるものの、自律的かつ適切に行い得ると判断し、Ｂと評定した。

２．評定基準等

（評定項目）

①電気事業法第５５条第５項に規定する項目

・定期事業者検査の実施に係る組織

・検査の方法

・工程管理

②電気事業法施行規則第９４条の７第１項において準用する第７３条の８に規定する項目

・検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項

・検査記録の管理に関する事項
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・検査に係る教育訓練に関する事項

（評定項目の適切性を評価する際に準用できる基準）

①品質保証に関する基準

社団法人日本電気協会電気技術規程「原子力発電所における安全のための品質保証規程」（ＪＥＡ

Ｃ４１１１－２００３）

②保守管理に関する基準

社団法人日本電気協会電気技術規程「原子力発電所の保守管理規程」（ＪＥＡＣ４２０９－２００

３）

③原子力発電所の定期事業者検査に関する解釈について（平成１７・１２・２０原院第１１号）

（評定）

Ａ：当該審査を受けた組織の定期事業者検査の実施体制は、自律的かつ適切に定期事業者検査を行

い得る。

Ｂ：当該審査を受けた組織の定期事業者検査の実施体制は、一部改善すべき点が認められるものの、

自律的かつ適切に定期事業者検査を行い得る。

Ｃ：当該審査を受けた組織の定期事業者検査の実施体制は、自律的かつ適切に定期事業者検査を行

い得るために、相当程度改善すべき事項がある。
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１．九州電力株式会社

定期安全管理申請者 九州電力株式会社 代表取締役社長 眞部 利應

（申請日 平成２０年７月２日、申請番号 原発本第１３１号）

審査の対象事項 川内原子力発電所第１号機 第１９回定期検査における定期事業者検査

定期安全管理審査

（原子力安全基盤機構）

１．審査実施期間

平成２０年７月３０日～平成２１年１月９日

２．定期安全管理審査結果の通知日

平成２１年１月９日（通知番号 ０８検計受安－００２９）

３．審査結果の概要

平成２１年１月９日に機構から経済産業大臣あてに提出のあった定期安全管

理審査結果の通知書と、その後の機構からの説明によれば、機構は、当該号機

に係る定期事業者検査について審査した結果、重大な不適合と判断されるもの

は認められず、また、改善が必要とされる事項も文書審査及び実地審査を通じ

て確認されなかったとしている。

機構は、以上のことや、本機の審査において、当機構の審査員が質問あるい

は気づき事項として実施内容の確認や意見交換を行った事項に対して、改善内

容を検討、実施するとともに定期事業者検査に関する不適合・是正処置及び定

期事業者検査評価・改善報告書を適切に運用する等、同発電所の前向きな取り

組みが認められていることなどから、同発電所の品質マネジメントシステムは

機能しており、定期事業者検査は自律的かつ適切な体制で実施されていると評

価されるとしている。

４．審査項目

文書審査及び実地審査１０項目（①制御棒クラスタ検査、②１次系熱交換器

検査、③液体廃棄物処理系設備検査など）

評定

（原子力安全・保安院）

１．評定結果：Ａ

２．評定の通知

平成２１年２月２４日（通知番号 平成２１・０１・０９原第３４号）

３．評定の理由（結果と根拠）

当院は、審査結果について、当該通知及び機構の説明に基づき精査した結果、

当該号機に係る定期事業者検査の実施体制は、自律的かつ適切に行い得ると判

断する。

４．評定委員会の開催状況

平成２１年１月２９日 審査結果に係る説明聴取、質疑応答

平成２０年２月１２日 評定の検討

５．評定における特記事項

なし

その他
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２．関西電力株式会社

定期安全管理申請者 関西電力株式会社 取締役社長 森 詳介

（申請日 平成２０年７月３１日、申請番号 関原発第２３７号）

審査の対象事項 美浜発電所第３号機 第２３回定期検査における定期事業者検査

定期安全管理審査

（原子力安全基盤機構）

１．審査実施期間

平成２０年８月２５日～平成２１年１月９日

２．定期安全管理審査結果の通知日

平成２１年１月９日（通知番号 ０８検計受安－００４５）

３．審査結果の概要

平成２１年１月９日に機構から経済産業大臣あてに提出のあった定期安全管

理審査結果の通知書と、その後の機構からの説明によれば、機構は、当該号機

に係る定期事業者検査について審査した結果、重大な不適合と判断されるもの

は認められず、また、改善が必要とされる事項も文書審査及び実地審査を通じ

て確認されなかったとしている。

機構は、以上のことや、本機の審査期間中に、定期検査及び定期安全管理審

査において、当機構審査員から出されたコメントや確認事項等について、真摯

に対応し、改善に向けた検討にも取り組んでおり、不適合事象に対しても、同

発電所において水平展開を行うなど積極的な活動が行われていることなどから

、同発電所の品質マネジメントシステムは機能しており、定期事業者検査は自

律的かつ適切な体制で実施されていると評価されるとしている。

４．審査項目

文書審査及び実地審査１０項目（①液体状の放射性廃棄物の漏えい検出装置

及び警報装置機能査、②２次系配管検査、③高経年化対応検査のうち脱気器及

びグランド蒸気復水器検査など）

評定

（原子力安全・保安院）

１．評定結果：Ａ

２．評定の通知

平成２１年２月２４日（通知番号 平成２１・０１・０９原第３５号）

３．評定の理由（結果と根拠）

当院は、審査結果について、当該通知及び機構の説明に基づき精査した結果、

当該号機に係る定期事業者検査の実施体制は、自律的かつ適切に行い得ると判

断する。

４．評定委員会の開催状況

平成２１年１月２９日 審査結果に係る説明聴取、質疑応答

平成２１年２月１２日 評定の検討

５．評定における特記事項

なし

その他
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３．四国電力株式会社

定期安全管理申請者 四国電力株式会社 取締役社長 常盤 百樹

（申請日 平成２０年８月４日、申請番号 原子力発第０８１２６号）

審査の対象事項 伊方発電所第３号機 第１１回定期検査における定期事業者検査

定期安全管理審査

（原子力安全基盤機構）

１．審査実施期間

平成２０年８月２７日～平成２１年１月９日

２．定期安全管理審査結果の通知日

平成２１年１月９日（通知番号 ０８検計受安－００４９）

３．審査結果の概要

平成２１年１月９日に機構から経済産業大臣あてに提出のあった定期安全管

理審査結果の通知書と、その後の機構からの説明によれば、機構は、当該号機

に係る定期事業者検査について審査した結果、重大な不適合と判断されるもの

は認められず、また、改善が必要とされる事項も文書審査及び実地審査を通じ

て確認されなかったとしている。

機構は、以上のことや、本機の定期安全管理審査及び定期検査においては、

当機構の審査員からの質問及び確認事項に対して、検査関係者からの詳細な説

明が行われる等の真摯な対応が認められた。また、当初に策定された工程どお

りに定期事業者検査が実施される等、工程管理が適切に行われたことを確認す

るとともに、今回の定期事業者検査で発生した不適合事象について速やかに不

適合処置及び是正処置を実施し、安全管理体制の継続的な改善に向け取組んで

いることが確認できたことなどから、同発電所の品質マネジメントシステムは

機能しており、定期事業者検査は自律的かつ適切な体制で実施されていると評

価されるとしている。

４．審査項目

文書審査及び実地審査１０項目（①１次冷却材ポンプメカニカルシール分解

検査、②２次系ポンプ分解検査、③燃料集合体外観検査など）

評定

（原子力安全・保安院）

１．評定結果：Ａ

２．評定の通知

平成２１年２月２４日（通知番号 平成２１・０１・０９原第３６号）

３．評定の理由（結果と根拠）

当院は、審査結果について、当該通知及び機構の説明に基づき精査した結果、

当該号機に係る定期事業者検査の実施体制は、自律的かつ適切に行い得ると判

断する。

４．評定委員会の開催状況

平成２１年１月２９日 審査結果に係る説明聴取、質疑応答

平成２１年２月１２日 評定の検討

５．評定における特記事項

なし

その他
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４．関西電力株式会社

定期安全管理申請者 関西電力株式会社 取締役社長 森 詳介

（申請日 平成２０年８月８日、申請番号 関原発第２５８号）

審査の対象事項 大飯発電所第４号機 第１２回定期検査における定期事業者検査

定期安全管理審査

（原子力安全基盤機構）

１．審査実施期間

平成２０年８月２５日～平成２１年２月６日

２．定期安全管理審査結果の通知日

平成２１年２月６日（通知番号 ０８検計受安－００５５）

３．審査結果の概要

平成２１年２月６日に機構から経済産業大臣あてに提出のあった定期安全管

理審査結果の通知書と、その後の機構からの説明によれば、機構は、当該号機

に係る定期事業者検査について審査した結果、重大な不適合と判断されるもの

は認められず、また、改善が必要とされる事項も文書審査及び実地審査を通じ

て確認されなかったとしている。

機構は、以上のことや、美浜発電所３号機事故を受け、原子力安全・保安院

の指示に基づき実施した「厳格な審査」が終了して以降に機構が同発電所で実

施した審査で確認した改善すべき事項について是正処置の定着状況を確認した

ところ、是正処置が継続して実施され、今回定期事業者検査で同種事象が再発

していないことなどから、同発電所の品質マネジメントシステムは機能してお

り、定期事業者検査は自律的かつ適切な体制で実施されていると評価されると

している。

４．審査項目

文書審査及び実地審査１０項目（①１次冷却材ポンプフライホイール健全性

確認検査、②２次系配管検査、③供用期間中特別検査のうち原子炉容器管台溶

接部の健全性検査など）

評定

（原子力安全・保安院）

１．評定結果：Ａ

２．評定の通知

平成２１年４月２日（通知番号 平成２１・０２・０６原第２６号）

３．評定の理由（結果と根拠）

当院は、審査結果について、当該通知及び機構の説明に基づき精査した結果、

当該号機に係る定期事業者検査の実施体制は、自律的かつ適切に行い得ると判

断する。

４．評定委員会の開催状況

平成２１年２月２６日 審査結果に係る説明聴取、質疑応答

平成２１年３月１２日 評定の検討

５．評定における特記事項

なし

その他
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５．東京電力株式会社

定期安全管理申請者 東京電力株式会社 取締役社長 清水 正孝

（申請日 平成２０年８月１日、申請番号 総官発２０第１６６号）

審査の対象事項 福島第二原子力発電所第３号機 第１５回定期検査における定期事業者検査

定期安全管理審査

（原子力安全基盤機構）

１．審査実施期間

平成２０年８月２５日～平成２１年２月９日

２．定期安全管理審査結果の通知日

平成２１年２月９日（通知番号 ０８検計受安－００４７）

３．審査結果の概要

平成２１年２月９日に機構から経済産業大臣あてに提出のあった定期安全管

理審査結果の通知書と、その後の機構からの説明によれば、機構は、当該号機

に係る定期事業者検査について審査した結果、重大な不適合と判断されるもの

は認められず、また、改善が必要とされる事項も文書審査及び実地審査を通じ

て確認されなかったとしている。

機構は、以上のことや、実施内容の確認及びそれに伴う審査員からの質問事

項等について、検査実施責任者及び検査担当者からタイムリーに適切な説明が

行われ、真摯で前向きな対応が認められたことなどから、同発電所の品質マネ

ジメントシステムは機能しており、定期事業者検査は自律的かつ適切な体制で

実施されていると評価されるとしている。

４．審査項目

文書審査及び実地審査１３項目（①監視機能健全性確認検査、②主要弁検査、

③炉内構造物検査など）

評定

（原子力安全・保安院）

１．評定結果：Ａ

２．評定の通知

平成２１年４月２日（通知番号 平成２１・０２・０９原第２４号）

３．評定の理由（結果と根拠）

当院は、審査結果について、当該通知及び機構の説明に基づき精査した結果、

当該号機に係る定期事業者検査の実施体制は、自律的かつ適切に行い得ると判

断する。

４．評定委員会の開催状況

平成２１年２月２６日 審査結果に係る説明聴取、質疑応答

平成２１年３月１２日 評定の検討

５．評定における特記事項

なし

その他
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６．北海道電力株式会社

定期安全管理申請者 北海道電力株式会社 取締役社長 佐藤 佳孝

（申請日 平成２０年６月３０日、申請番号 北電原第１０５号）

審査の対象事項 泊発電所１号機 第１５回定期検査における定期事業者検査

定期安全管理審査

（原子力安全基盤機構）

１．審査実施期間

平成２０年８月１日～平成２１年２月１３日

２．定期安全管理審査結果の通知日

平成２１年２月１３日（通知番号 ０８検計受安－００２６）

３．審査結果の概要

原子力安全・保安院(以下「当院」という。）は、平成２１年２月１３日に機

構から提出された経済産業大臣あての定期安全管理審査結果通知書を受領し、

その後、機構から定期安全管理審査の実施状況について説明を受けている。

機構によれば、当該号機に係る定期事業者検査について審査した結果、重大

な不適合と判断されるものは認められず、改善が必要とされる事項も文書審査

及び実地審査を通じて確認されなかったとしている。 また、以上のことや、

定期事業者検査の実施要領について検査における改善又は検討の必要性を自ら

判断し、その反映を確実にする仕組みを作り、検査要領書への反映を行ってい

ることなどから、同発電所の品質マネジメントシステムは機能しており、定期

事業者検査は自律的かつ適切な体制で実施されていると評価されるとしている

。

当院は、審査結果について、当該通知及び機構の説明に基づき精査した結果、

当該号機に係る定期事業者検査の実施体制は、自律的かつ適切に行い得ると判

断する。

４．審査項目

文書審査及び実地審査１３項目（①１次冷却材ポンプメカニカルシール分解

検査、②計測制御系監視機能検査、③２次系配管検査など）

評定

（原子力安全・保安院）

１．評定結果：Ａ

２．評定の通知

平成２１年４月２日（通知番号 平成２１・０２・１３原第１４号）

３．評定の理由（結果と根拠）

当院は、審査結果について、当該通知及び機構の説明に基づき精査した結果、

当該号機に係る定期事業者検査の実施体制は、自律的かつ適切に行い得ると判

断する。

４．評定委員会の開催状況

平成２１年２月２６日 審査結果に係る説明聴取、質疑応答

平成２１年３月１２日 評定の検討

５．評定における特記事項

なし

その他
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７．関西電力株式会社

定期安全管理申請者 関西電力株式会社 取締役社長 森 詳介

（申請日 平成２０年７月２２日、申請番号 関原発第２０９号）

審査の対象事項 高浜発電所第４号機 第１８回定期検査における定期事業者検査

定期安全管理審査

（原子力安全基盤機構）

１．審査実施期間

平成２０年８月２２日～平成２１年２月２０日

２．定期安全管理審査結果の通知日

平成２１年２月２０日（通知番号 ０８検計受安－００４０）

３．審査結果の概要

原子力安全・保安院(以下「当院」という。)は、平成２１年２月２０日に機

構から提出された経済産業大臣あての定期安全管理審査結果通知書を受領し、

その後、機構から定期安全管理審査の実施状況について説明を受けている。

機構によれば、当該号機に係る定期事業者検査について審査した結果、重大

な不適合と判断されるものは認められず、改善が必要とされる事項も文書審査

及び実地審査を通じて確認されなかったとしている。 また、以上のことや、

今回の期間に重大な不適合と判断されるものはなかったものの、不適合事象を

発見した場合においても、不適合・是正処置票を速やかに発行するなど積極的

な活動が行われていることなどから、同発電所の品質マネジメントシステムは

機能しており、定期事業者検査は自律的かつ適切な体制で実施されていると評

価されるとしている。

当院は、審査結果について、当該通知及び機構の説明に基づき精査した結果

、当該号機に係る定期事業者検査の実施体制は、自律的かつ適切に行い得ると

判断する。

４．審査項目

文書審査及び実地審査１２項目（①インバータ機能検査、②２次系配管検査、

③１次系熱交換器検査など）

評定

（原子力安全・保安院）

１．評定結果：Ａ

２．評定の通知

平成２１年４月２日（通知番号 平成２１・０２・２３原第２号）

３．評定の理由（結果と根拠）

当院は、審査結果について、当該通知及び機構の説明に基づき精査した結果、

当該号機に係る定期事業者検査の実施体制は、自律的かつ適切に行い得ると判

断する。

４．評定委員会の開催状況

平成２１年３月１２日 審査結果に係る説明聴取、質疑応答

平成２１年３月２６日 評定の検討

５．評定における特記事項

なし

その他
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８．東京電力株式会社

定期安全管理申請者 東京電力株式会社 取締役社長 清水 正孝

（申請日 平成２０年１０月３日、申請番号 総官発２０第２０９号）

審査の対象事項 福島第二原子力発電所第２号機 第１８回定期検査における定期事業者検査

定期安全管理審査

（原子力安全基盤機構）

１．審査実施期間

平成２０年１０月１７日～平成２１年３月５日

２．定期安全管理審査結果の通知日

平成２１年３月５日（通知番号 ０８検計受安－００７５）

３．審査結果の概要

原子力安全・保安院（以下「当院」という。）は、平成２１年３月６日に機構

から提出された経済産業大臣あての定期安全管理審査結果通知書を受領し、そ

の後、機構から定期安全管理審査の実施状況について説明を受けている。

機構によれば、当該号機に係る定期事業者検査について審査した結果、重大

な不適合と判断されるものは認めらなかったものの、改善が必要とされる事項

として、主蒸気逃し安全弁・安全弁機能検査の際、「検査の品質に影響を与える

検査要領書の誤記（判定基準に直結するもの）」が１件、文書審査を通じて確認

されている。

本件については、社内標準に基づき不適合の原因を追及し、転記ミス防止の

ため自動計算表に変更するなどの再発防止対策を実施するとともに、検査関係

者に定期事業者検査連絡会等にて周知を実施したと機構は、確認されている。

また、以上のことや、今回の期間に重大な不適合と判断されるものはなかっ

たこと、本機の審査期間中に改善が必要と判断された事項も是正処置が適切に

実施されていることなどから、同発電所の品質マネジメントシステムは機能し

ており、定期事業者検査は自律的かつ適切な体制で実施されていると評価され

るとしている。

４．審査項目

文書審査及び実地審査１１項目（①配管健全性検査、②給水加熱器解放検査、

③非常用ガス処理系設備検査など）

評定

（原子力安全・保安院）

１．評定結果：Ｂ

２．評定の通知

平成２１年６月１２日（通知番号 平成２１・０３・０５原第１１号）

３．評定の理由（結果と根拠）

当院は、審査結果について、当該通知及び機構の説明に基づき精査した結果、

当該号機に係る定期事業者検査の実施体制は、自律的かつ適切に行い得ると判

断する。

４．評定委員会の開催状況

平成２１年３月２６日 審査結果に係る説明聴取、質疑応答

平成２１年５月１４日 評定の検討

５．評定における特記事項

なし

その他


